


都市計画のあらまし

５.地区計画

一定の区域における「まちづくりに関する計画」

で､住民と市が協力し､一体となってその区域の

まちづくりルールを定め､その地域にふさわしい

まちづくりを実現し､良好な市街地の形成と保全

を図ろうとする制度です。

具体的には､都市計画により建築物の用途､形態

などに関する制限や道路・公園等の配置などをき

め細かく定めることによって､建築又は開発行為

を規制・誘導していきます。

６.特別用途地区

●特別工業地区
 特定の工業の利便の増進を図り､又はその利便

の増進を図りつつこれと調和した住居等の環

境の保護を図るため定める地区です。

 姫路市では地場産業の保護育成のために､白浜

地域周辺で指定しています。

●大規模集客施設制限地区
 姫路市では中心市街地の活性化に向けて、市

内全域の準工業地域において､大規模集客施設

の立地を規制しています。

大規模集客施設とは､劇場､映画館､演芸場､観覧場､店

舗､飲食店､展示場､遊技場等で床面積の合計が 1 万㎡

を超えるものです。（劇場､映画館､演芸場､観覧場に

あっては､客席の部分に限る）

１.都市計画区域　

自然的･社会的条件、人口、土地利用、交通量など

の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総

合的に整備･開発及び保全する必要がある区域の

ことで、この指定により、都市計画法、建築基準法

の集団規定（接道義務、建蔽率･容積率制限等）が

適用されます。

●中播都市計画区域

 姫路市・たつの市・太子町・福崎町の２市 2 町で

構成する都市計画区域の名称です。

 合併前の姫路市及び香寺町は区域内、家島町・

夢前町・安富町は区域外です。

２.市街化区域及び市街化調整区域

●市街化区域
 都市計画区域内ですでに市街地を形成してい

る区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図る区域です。

●市街化調整区域
 市街化を抑制すべき区域で開発行為は原則と

して禁止されています。また､都市間を結ぶ幹

線的な道路や流域下水道の幹線､大規模な公園

等を除き､市街化を促進するような公共施設の

整備は原則として行わない区域です。

 姫路市においては、建蔽率60％ 、容積率200％

を指定しています。

３.用途地域

地域の将来のあるべき土地利用の姿を実現する

手段として､建築物の用途（住宅や店舗､事務所､

工場といったもの）､容積､形態等を制限し､地域

の性格を住・商・工のバランスの中で配置した､土

地利用に関する都市計画です。

４.高度地区

用途地域内において､市街地の環境を維持し､又

は土地利用の増進を図るため､建築物の高さの最

高限度又は最低限度を定める地区です。

姫路市では､良好な中低層住宅地としての環境を

保全することを目的に､高さの最高限度（12 m・

15m ）を定めた高度地区を､第一種中高層住居専

用地域（容積率 150 ％・200％ ）及び第二種中高

層住居専用地域（容積率 150％ ）において指定し

ています。また、姫路城を眺める景観の保全を

目的に、高さの最高限度 (35m・50m) を定めた

高度地区を、大手前通りに隣接する商業地域 ( 容

積率 600%)において指定しています。








